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山梨県神社庁報 祝

祭
日に
は国旗を掲げましょう

11月３日　文化の日
11月23日　勤労感謝の日
１月１日　元日
１月10日　成人の日

開　

場

第
一
部　

物
故
者
慰
霊
祭

 

一
、
修
祓

 

一
、
降
霊
の
儀

 

一
、
神
饌
を
供
す

 

一
、
祭
詞
を
奏
す

 

一
、
斎
主
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼

 

一
、
庁
長
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼

 

一
、
総
代
会
長
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼

 

一
、
遺
族
代
表
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼

 

一
、
来
賓
代
表
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼

 

一
、
神
饌
を
撤
す

 

一
、
昇
霊
の
儀

物
故
者
慰
霊
祭
終
了

休
憩

第
二
部　

神
社
関
係
者
大
会

一
、
開
式
の
辞

一
、
神
宮
遙
拝

一
、
国
歌
斉
唱

一
、
敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和

一
、
庁
長
式
辞

一
、
総
代
会
長
挨
拶

一
、
庁
務
報
告

一
、
功
績
表
彰

　
　

経
過
報
告

　
　

功
績
表
彰

　
　
　

神
社
庁
設
立
七
十
五
周
年
記
念
表
彰

　
　
　

山

梨

県

神

社

庁

規

程

表

彰

　
　
　

山
梨
県
神
社
総
代
会
規
程
表
彰

　
　

表
彰
状
伝
達

　
　

神
社
本
庁
規
程
表
彰

　
　
　

全
国
神
社
総
代
会
規
程
表
彰

　
　
　

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
奉
仕
者
表
彰

　
　
　

神
社
本
庁
設
立
七
十
五
周
年
記
念
表
彰

一
、
長
寿
の
祝
い
記
念
品
贈
呈

一
、
来
賓
祝
辞

一
、
被
表
彰
者
謝
辞

一
、
大
会
宣
言

一
、
萬
歳
奉
唱

一
、
閉
式
の
辞

神
社
関
係
者
大
会
終
了

山
梨
県
神
社
庁
設
立
七
十
五
周
年
記
念
大
会

令
和
三
年
度
山
梨
県
神
社
関
係
者
大
会 

次
第

神宮大麻暦頒布始祭



　
錦
織
な
す
今
日
の
佳
き
日
に
、
山

梨
県
神
社
庁
設
立
七
十
五
周
年
並
び

に
山
梨
県
神
社
関
係
者
大
会
を
開
催

い
た
し
ま
し
た
所
，
コ
ロ
ナ
禍
に
も

拘
ら
ず
御
来
賓
と
し
て
神
宮
大
宮
司

小
松
揮
世
久
様
、
神
社
本
庁
統
理
鷹

司
尚
武
様
、
神
道
政
治
連
盟
会
長
打

田
文
博
様
等
々
に
ご
参
列
賜
り
心
底

よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
又
本
日

ご
参
集
賜
わ
り
ま
し
た
山
梨
県
神
社

関
係
者
各
位
に
も
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　
畏
く
も
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
に
お

か
せ
ら
れ
ま
し
て
は
、
天
機
愈
々
麗

し
く
日
々
公
務
に
あ
た
り
精
励
遊
ば

さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
事
、
慶
賀
に
堪

え
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。
本
年
も

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡

大
に
よ
り
、
諸
行
事
が
中
止
又
は
リ

モ
ー
ト
で
の
参
加
が
数
多
い
中
、
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
会
式
に
ご
臨
席

に
な
り
大
会
宣
言
を
な
さ
れ
ま
し
た

事
は
、
意
義
深
い
印
象
を
各
国
に
与

え
た
事
と
存
じ
ま
す
。
又
、
九
州
を

始
め
全
国
に
及
ん
だ
災
害
に
お
心
を

痛
め
て
あ
ら
せ
ら
れ
る
お
言
葉
は
、

国
民
に
お
気
持
ち
を
お
寄
せ
下
さ
っ

て
お
ら
れ
る
事
と
深
く
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　
本
宗
と
仰
ぐ
神
宮
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ
い
を

取
り
戻
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
緊
急

事
態
宣
言
が
八
月
二
十
六
日
に
発
令

さ
れ
、
参
拝
者
も
減
少
し
、
お
か
げ

横
丁
の
店
舗
も
閉
店
の
お
店
が
多
く

寂
し
い
風
景
が
報
道
で
流
さ
れ
ま
し

た
。
参
拝
者
の
健
康
、
安
全
を
配
慮

す
る
に
は
、
止
む
を
得
な
い
決
断
か

と
存
じ
ま
す
。
以
前
の
光
景
に
一
日

も
早
く
戻
ら
れ
る
事
を
願
わ
ず
に
は

い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
山
梨
県
神
社
庁
に
於
き
ま
し
て
も
、

コ
ロ
ナ
禍
の
為
昨
年
同
様
多
く
の
行

事
が
延
期
、
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
二
年
間
各
支
部
の
総

会
を
始
め
諸
会
議
、
又
大
麻
頒
布
始

祭
等
に
も
ご
案
内
を
差
し
控
え
る
世

相
に
な
り
、
非
常
に
残
念
に
思
っ
て

お
り
ま
す
。
本
来
な
ら
そ
の
よ
う
な

席
で
多
く
の
語
ら
い
と
、
懇
親
を
深

め
つ
つ
次
の
行
事
に
向
け
て
の
意
見

交
換
す
る
良
き
機
会
を
失
っ
た
こ
と

は
庁
長
と
し
て
先
の
暗
さ
を
ひ
し
ひ

し
と
感
じ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
世
相
の
中
で
も
神
社

関
係
者
は
神
社
の
護
持
運
営
に
務
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
務
が
あ
り
ま

す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
祈
願
、
参
拝
者
の

根

津

泰

昇

庁
長

　
式
　
　
　
辞

減
少
で
財
政
面
が
厳
し
く
な
ら
れ
た

お
社
も
多
々
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
。

宗
教
法
人
は
国
か
ら
の
助
成
金
の
対

象
に
は
除
外
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

自
力
で
乗
り
越
え
な
い
と
護
持
運
営

は
出
来
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
の
為
に
は
、

コ
ロ
ナ
に
対
し
自
主
防
衛
す
る
事
で

あ
り
、
三
密
を
徹
底
す
る
事
と
、
自

分
も
感
染
し
な
い
、
人
に
も
感
染
さ

せ
な
い
順
守
事
項
を
回
避
し
、
コ
ロ

ナ
対
策
の
様
式
を
神
社
で
取
り
入
れ

る
事
が
肝
要
か
と
思
い
ま
す
。
い
つ

か
は
終
息
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
、

コ
ロ
ナ
対
策
の
参
拝
様
式
は
当
分
続

い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
の
神
宮
大
麻
頒
布
の
施

策
も
大
事
な
事
で
あ
り
ま
す
。
昨
年

は
頒
布
初
穂
料
も
改
訂
さ
れ
、
又
コ

ロ
ナ
禍
の
世
相
の
中
、
頒
布
方
法
に

も
変
化
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に

参
拝
形
式
も
変
わ
る
中
、
参
詣
者
も

減
少
し
、
減
退
に
歯
止
め
が
か
か
ら

な
か
っ
た
事
実
も
ご
ざ
い
ま
す
。
然

し
な
が
ら
こ
の
環
境
状
態
な
の
で
止

む
無
し
と
結
論
付
け
る
こ
と
な
く
、

一
体
で
も
多
く
頒
布
で
き
る
よ
う
な

施
策
を
ご
検
討
願
い
た
く
存
じ
ま
す
。

　
大
麻
頒
布
推
進
委
員
会
に
於
い
て

も
、
検
討
を
重
ね
て
お
り
ま
す
の
で

詳
細
は
追
っ
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

　
神
宮
大
麻
全
国
頒
布
百
五
十
年
の

佳
節
を
明
年
迎
え
る
に
あ
た
り
、
コ

ロ
ナ
禍
の
世
相
の
中
で
戸
別
訪
問
は

密
に
な
る
事
か
ら
訪
問
を
嫌
わ
れ
る

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
大
麻

頒
布
は
各
戸
を
、
お
尋
ね
し
な
が
ら

頒
布
す
る
事
が
原
点
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
の
で
良
き
頒
布
方
法
を
模

索
し
、
新
た
な
時
代
に
向
け
て
歩
み

だ
す
事
に
期
待
致
し
ま
す
。

　
神
社
本
庁
の
本
宗
奉
賛
活
動
強
化

推
進
委
員
会
で
も
、
神
宮
大
麻
を
知

ら
な
い
、
受
け
た
こ
と
が
な
い
人
達

に
、
特
に
若
い
世
代
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
神
宮
大
麻
の
存
在
や
意
義
を
伝
え

る
た
め
に
幅
広
い
メ
デ
ィ
ア
を
活
用

し
て
広
報
活
動
を
計
画
し
て
お
り
ま

す
。

　
県
内
で
は
Ｙ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ
で
放
送
、

読
売
新
聞
朝
刊
又
女
性
誌
の
「
ａ
ｎ
・

ａ
ｎ
」
に
て
掲
載
さ
れ
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

発
症
か
ら
二
年
経
過
し
、
社
会
環
境

が
一
変
致
し
ま
し
た
。
神
社
運
営
に

も
今
ま
で
経
験
し
た
事
が
な
い
よ
う

な
変
貌
で
あ
り
ま
し
た
。
山
梨
の
主

要
道
路
で
も
観
光
バ
ス
の
姿
が
消
え
、

観
光
地
に
も
人
影
が
消
え
て
い
き
ま

し
た
。
現
状
で
は
終
息
の
目
途
は
つ

き
ま
せ
ん
が
、
近
い
将
来
に
は
元
の

生
活
に
戻
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り

ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
本
日
表
彰

の
栄
に
浴
さ
れ
た
方
々
は
常
日
頃
神

明
奉
仕
に
携
わ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
す
と
共
に

今
後
の
ご
活
躍
、
ご
健
勝
を
ご
祈
念

申
し
上
げ
式
辞
と
い
た
し
ま
す
。

− 2 −

第195号山　梨　県　神　社　庁　報令和３年秋号

− 3 −



　
今
年
は
山
梨
県
神
社
庁
設
立

七
十
五
周
年
と
な
る
記
念
の
年
。

七
十
五
年
前
神
社
本
庁
を
始
め
各
都

道
府
県
の
神
社
庁
設
立
の
為
に
先
人

の
諸
先
輩
方
々
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ

努
力
と
知
力
と
行
動
力
に
よ
り
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
の
抑
圧
と
敗
戦
後
の
経
済
崩
壊

に
よ
る
困
窮
の
中
、
特
に
神
社
界
は

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
標
的
と
な
り
、
皇
統
の
解

体
と
神
社
界
の
解
体
を
目
論
む
Ｇ
Ｈ

Ｑ
を
世
界
の
情
勢
と
日
本
国
の
国
体

を
考
え
妥
協
案
を
模
索
し
て
、
皇
統

の
維
持
と
神
社
界
の
存
続
を
制
限
は

あ
る
も
の
の
勝
ち
取
る
事
が
出
来
た

の
も
本
当
に
日
本
国
の
事
を
思
う

人
々
の
お
か
げ
で
現
在
に
至
る
ま

で
、
七
十
五
年
と
い
う
時
を
経
て
来

ま
し
た
。
こ
の
設
立
か
ら
七
十
五
年

が
過
ぎ
七
十
五
年
前
の
戦
前
の
日
本

と
現
在
の
日
本
を
比
べ
て
み
る
と
余

り
の
違
い
に
驚
く
ば
か
り
で
す
。
な

ぜ
驚
い
た
か
と
言
え
ば
氏
子
の
方
と

日
本
国
の
建
国
に
つ
い
て
の
話
に

な
っ
た
時
、
い
つ
ど
こ
で
日
本
が
建

国
さ
れ
た
の
か
答
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
、
事
あ
る
事
に
他
の
人
等
に
聞

い
て
み
る
と
十
代
二
十
代
は
元
よ
り

六
十
代
七
十
代
に
至
る
ま
で
知
ら
な

い
人
が
ほ
と
ん
ど
で
少
な
か
ら
ず

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
自
問
自
答
し
て
み

る
に
、
一
つ
に
は
学
校
教
育
、
二
つ

に
は
家
庭
教
育
に
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
学
校
教
育
は
文
科
省
の

指
導
に
よ
り
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
が
な
い
け
れ
ど
家
庭
教

育
で
は
な
ぜ
し
な
い
の
か
、
そ
れ
は

色
々
の
事
情
が
あ
る
と
思
う
が
一
番

は
三
世
代
が
一
緒
に
生
活
す
る
形
体

が
崩
れ
た
の
が
大
き
な
原
因
だ
と
思

い
ま
す
。
建
国
の
成
り
立
ち
も
知
ら

ず
に
建
国
記
念
の
日
の
祭
日
を
過
ご

し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
こ
の
様
な

状
況
を
打
破
す
る
為
に
神
社
界
で
も

今
年
二
度
目
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

も
有
り
国
旗
掲
揚
を
推
進
し
教
学
に

努
力
を
し
て
来
ま
し
た
が
、
日
本
人

と
し
て
日
本
国
の
成
立
の
基
礎
で
あ

る
建
国
の
歴
史
を
ほ
と
ん
ど
の
人
が

知
ら
な
い
と
い
う
現
実
は
本
当
に
悲

し
い
事
で
す
。
世
界
に
約
二
百
国
弱

の
国
が
あ
り
ま
す
が
、
驚
く
な
か
れ

自
国
を
好
き
で
愛
国
心
を
持
た
な
い

か
考
え
た
事
も
な
い
と
言
う
国
民
は

世
界
で
日
本
人
だ
け
で
す
。
な
ぜ
こ

の
様
な
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

か
は
七
十
五
年
と
い
う
時
を
振
り
返

れ
ば
お
の
ず
と
答
え
は
で
て
く
る
と

思
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
者

の
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ツ
イ
ン
ビ
ー
は

言
っ
て
い
る
。
民
族
が
滅
び
る
つ
ま

り
国
が
滅
び
る
三
つ
の
原
則
が
あ
る

と
言
っ
て
い
る
。
一
の
原
則
◎
理
想

を
失
っ
た
民
族
・
国
は
滅
び
る
。
二

の
原
則
◎
す
べ
て
を
金
の
価
値
に
置

換
え
て
判
断
す
る
民
族
・
国
は
滅
び

る
。
三
の
原
則
◎
十
二
、十
三
歳
位

ま
で
に
民
族
の
神
話
を
学
ば
な
か
っ

た
民
族
・
国
は
例
外
な
く
百
年
以
内

に
滅
び
る
。
こ
の
ツ
イ
ン
ビ
ー
の
三

つ
の
原
則
の
中
の
三
民
族
が
神
話

（
日
本
に
於
い
て
は
古
事
記
）
を
学

ば
な
か
っ
た
ら
百
年
以
内
に
例
外
な

く
滅
び
る
。
現
代
の
日
本
が
こ
の
状

態
の
最
中
に
あ
り
、
神
社
本
庁
を
始

め
各
都
道
府
県
の
神
社
庁
が
設
立
さ

れ
て
七
十
五
年
が
過
ぎ
、
ツ
イ
ン

ビ
ー
の
言
う
所
で
は
後
も
う
二
十
五

年
し
か
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本

の
尊
厳
と
誇
り
を
取
り
戻
す
為
に

は
、
世
界
一
永
き
に
渡
る
王
朝
で
あ

る
皇
統
を
守
り
日
本
国
民
が
元
来

持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
習
俗
・
文
化
・

宗
教
観
を
再
び
呼
び
戻
し
意
識
を
変

え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
し
だ
い
で
す
。
そ
れ
に
は
神
社
界

が
七
十
五
年
の
眠
り
か
ら
覚
め
神

社
・
神
職
・
総
代
・
氏
子
・
崇
敬
者

が
協
力
を
し
何
か
役
に
立
て
る
様
、

各
々
の
神
社
に
於
い
て
活
動
し
て
い

か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
又
時
節

が
ら
衆
議
院
議
員
選
挙
も
間
近
に
控

中

田

欽

哉

山
梨
県
神
社
総
代
会

 

創
立
七
十
五
周
年
の

　
　
　
　
　 

記
念
に
よ
せ
て

会
長

え
る
時
で
あ
り
、
近
隣
諸
国
と
の
問

題
も
色
々
有
り
心
し
て
選
挙
を
し
、

神
社
界
も
国
体
を
考
え
こ
の
神
社
庁

設
立
七
十
五
周
年
の
記
念
の
年
に
当

た
り
、
七
十
五
年
と
い
う
歴
史
に
思

い
を
は
せ
、
昭
和
の
時
代
、
平
成
の

時
、
令
和
の
今
と
、
そ
の
時
代
時
代

に
何
を
何
が
あ
っ
た
か
を
思
い
そ
の

思
い
や
出
来
事
を
次
世
代
に
告
げ
又

今
現
在
が
有
る
の
は
遙
か

二
千
六
百
八
十
余
年
の
永
き
に
渡
り

連
綿
と
続
い
て
来
た
我
国
の
歴
史
は

途
切
れ
る
事
無
く
地
続
き
で
現
代
ま

で
続
い
て
来
て
い
る
。
戦
後
の
混
乱

の
時
、
神
社
庁
を
立
ち
上
げ
る
為
に

は
か
り
し
れ
な
い
苦
労
と
努
力
の
も

と
設
立
さ
れ
た
神
社
庁
も
七
十
五
年

と
な
り
、
去
年
今
年
と
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
、
神
社
庁
設
立
当

初
と
は
違
え
ど
も
状
況
は
似
て
居
り

日
本
国
全
体
が
自
粛
に
よ
り
、
肉
体

的
に
も
精
神
的
に
も
又
経
済
的
に
も

疲
弊
し
混
乱
の
中
に
あ
る
。
今
こ
そ

歴
史
を
振
り
返
り
国
の
成
り
立
ち
に

学
び
、
ま
さ
に
ツ
イ
ン
ビ
ー
の
言
う

所
の
特
に
重
要
だ
と
思
う
神
話
に
学

び
日
本
の
尊
厳
を
取
り
戻
す
為
に
尚

い
っ
そ
う
の
努
力
を
神
社
界
・
総
代

会
の
協
力
の
も
と
次
の
周
年
と
い
わ

ず
百
年
二
百
年
と
途
切
れ
る
事
無
く

継
続
す
る
事
を
山
梨
県
神
社
庁
設
立

七
十
五
周
年
記
念
に
思
い
を
寄
せ
切

に
思
う
し
だ
い
で
す
。
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事
　
　
業

１
、
神
宮
大
麻
奉
斎
推
進

２
、
神
宮
参
宮
運
動
促
進

３
、
神
殿
三
大
祭
斎
行

４
、
神
宮
新
穀
感
謝
祭
奉
賛

５ 

、
靖
國
神
社
公
式
参
拝
実
現
運

動
実
施

６
、
北
方
領
土
返
還
運
動
継
続

７
、
各
種
研
修

　
イ
、
現
任
神
職
研
修
会

　
ロ
、
総
代
研
修
会

　
ハ
、
雅
楽
研
修
会

　
ニ
、 

関
東
地
区
中
堅
神
職
研
修

会

　
ホ
、
女
子
神
職
研
修
会

８ 

、
一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
諸

会
議

９
、
国
旗
掲
揚
運
動
推
進

10
、
不
活
動
神
社
対
策
事
業

11
、
過
疎
化
地
域
神
社
対
策
事
業

12
、
金
品
寄
付
者
顕
彰

13
、
神
政
連
活
動
に
協
力

14
、
神
社
奉
護
運
動
推
進

15
、
日
本
会
議
活
動
に
協
力

16 

、
美
し
い
日
本
の
憲
法
を
つ
く

る
山
梨
県
民
の
会
活
動
に
協
力

17
、
天
皇
陛
下
御
即
位
奉
祝
事
業

18
、
郷
土
暦
編
纂
配
布

19 

、
庁
報
「
か
ひ
が
ね
」
年
四
回

発
行

神
社
本
庁
統
理
の
承
認
を
申

請
し
た
神
社

申
請
件
数 
　 

二
十
件

承
認
件
数  

二
十
二
件

内
訳 

財
産
処
分 
八
件

建
物
新
改
築
等 

四
件

境
内
地
模
様
替 

四
件

規
則
変
更 

三
件

神
社
合
併 

三
件

神
社
本
庁
規
程
表
彰

武
田
神
社
禰
宜 

乙
黒
　
　
洋

淺
間
神
社
禰
宜 

植
松
　
真
芳

小
松
神
社
責
任
役
員 

坂
本
　
宗
正

神
社
庁
規
程
表
彰

甲
斐
奈
神
社
宮
司 

髙
原
　
光
啓

武
田
神
社
権
禰
宜 

佐
野
浩
一
郎

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
権
禰
宜 

萱
沼
　
孝
之

若
宮
八
幡
神
社
宮
司 

金
子
　
雄
紀

古
宮
太
神
社
総
代
会
長 

篠
原
　
敏
彦

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
者
表
彰

優
秀
支
部
　 

東
山
梨
支
部

 

峡
北
支
部

特
別
表
彰
頒
布
優
良
奉
仕
者

冨
士
山
小
御
嶽
神
社
宮
司 

小
佐
野
正
史

頒
布
優
良
奉
仕
者
（
神
職
）

五
所
大
神
社
宮
司 

稲
葉
　
和
仁

山
神
社
禰
宜 

濱
　
　
武
尊

諏
訪
神
社
禰
宜 

坂
本
　
　
圭

全
国
神
社
総
代
会
規
程
表
彰

住
吉
神
社
総
代 

八
巻
　
　
昭

神
明
神
社
総
代 

齋
藤
　
忠
文

山
梨
県
神
社
総
代
会
規
程
表
彰

稲
積
神
社
稲
積
睦
会 

太
田
　
良
一

稲
積
神
社
稲
積
睦
会 

石
川
　
　
久

稲
積
神
社
稲
積
睦
会 

宇
野
　
義
彦

稲
積
神
社
稲
積
睦
会 

清
水
　
　
泉

酒
折
宮
総
代 

髙
野
　
淳
一

伊
勢
社
責
任
役
員 

名
取
　
吉
平

伊
勢
社
総
代 

柳
本
　
公
朗

伊
勢
社
総
代 

山
田
　
　
充

伊
勢
社
総
代 

深
沢
　
光
春

天
神
社
責
任
役
員 

依
田
　
敏
夫

浅
間
神
社
　
総
代 

田
草
川
　
勝

浅
間
神
社
　
総
代 

小
林
　
庄
一

大
嶽
山
那
賀
都
神
社
崇
敬
会
会
長 

内
藤
　
久
芳

大
嶽
山
那
賀
都
神
社
崇
敬
会
副
会
長 

三
沢
　
一
章

大
嶽
山
那
賀
都
神
社
崇
敬
会
副
会
長 

中
澤
智
恵
乃

住
吉
神
社
婦
人
部
桜
会 

渡
辺
　
花
子

住
吉
神
社
婦
人
部
桜
会 

上
野
　
友
子

住
吉
神
社
婦
人
部
桜
会 

石
原
　
悦
子

住
吉
神
社
婦
人
部
桜
会 

加
賀
美
敬
子

武
田
神
社
敬
神
婦
人
会
副
会
長 

山
本
み
さ
を

武
田
神
社
敬
神
婦
人
会
副
会
長 

山
本
　
育
子

伊
勢
社
崇
敬
者 

小
澤
ミ
ツ
コ

︻
新
任
神
職
︼

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
権
禰
宜 

河
田
　
健
介

山
神
社
権
禰
宜 

堀
内
　
由
葉

伊
勢
神
明
宮
禰
宜 

相
田
　
直
斗

文
珠
稲
荷
神
社
権
禰
宜 

依
田
　
直
人

文
珠
稲
荷
神
社
権
禰
宜 

依
田
可
奈
子

大
室
八
幡
神
社
宮
司 

千
々
輪
岳
史

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

庁
　
務
　
報
　
告

庁
　
務
　
報
　
告

︻
昇
任
神
職
︼ 

 

甲
斐
奈
神
社
宮
司 

髙
原
　
光
啓

八
嶽
神
社
宮
司 

伏
見
　
富
和

甲
斐
奈
神
社
禰
宜 

髙
原
　
玲
子

 ︻
本
務
替
神
職
︼ 

 

浅
間
神
社
宮
司 

内
藤
　
　
寬

︻
帰
幽
神
職
︼ 

 

御
崎
神
社
禰
宜 

上
条
　
和
子

︻
退
職
神
職
︼ 

 

愛
宕
神
社
宮
司 

宮
下
　
荘
一

船
形
神
社
宮
司 

水
上
　
久
人

太
神
社
宮
司 

今
野
季
久
代

冨
士
山
小
御
嶽
神
社
権
禰
宜 

佐
々
木
大
地

八
幡
神
社
宮
司 

横
森
　
竹
雄
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令
和
二
年

一
〇
・
　
一

一
〇
・
　
五

一
〇
・
二
三

一
〇
・
二
四

一
〇
・
二
六

一
〇
・
二
七

一
〇
・
三
〇

一
一
・
　
五

一
一
・
　
一

一
一
・
一
〇

一
二
・
　
一

令
和
三
年

一
・
　
一

一
・
二
六

二
・
　
一

二
・
一
八

三
・
　
一

四
・
　
一

四
・
　
五

四
・
一
二

五
・
　
一

五
・
　
三

五
・
　
五

五
・
一
五

六
・
　
一

七
・
　
一

八
・
　
一

八
・
二
六

八
・
二
九

九
・
　
一

九
・
二
六

九
・
二
九

令
和
二
年

一
〇
・
　
五

一
〇
・
　
七

一
〇
・
　
八

一
〇
・
　
九

一
〇
・
一
三

一
〇
・
二
一

一
〇
・
二
三

一
〇
・
二
四

一
〇
・
二
六

一
〇
・
二
七

一
〇
・
二
九

一
〇
・
三
〇

一
一
・
　
五

一
一
・
　
八

一
一
・
一
〇

一
一
・
一
一

一
一
・
一
三

一
一
・
一
五

一
一
・
二
〇

一
一
・
二
五

～
二
六

一
一
・
二
七

一
二
・
　
二

一
二
・
　
九

一
二
・
一
七

一
二
・
二
四

令
和
三
年

一
・
一
二

一
・
二
八

二
・
　
五

二
・
　
八

二
・
一
一

神
殿
月
次
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
例
祭
献

幣
使
参
向

東
山
梨
支
部
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
祭

東
八
代
支
部
大
麻
頒
布
始

祭南
都
留
支
部
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
祭

甲
府
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒

布
始
祭

峡
中
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒

布
始
祭

北
都
留
支
部
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
祭
、
峡
北
支
部
神

宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

神
殿
月
次
祭
斎
行
、
明
治

神
宮
御
鎮
座
百
年
参
列

神
殿
新
嘗
祭
並
教
育
勅
語

渙
発
百
三
十
年
記
念
祭

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
歳
旦
祭
斎
行

神
殿
例
祭

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
祈
年
祭

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
例
祭
参

列武
田
神
社
例
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

稲
積
神
社
例
祭
参
列

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社

例
祭
献
幣
使
参
向

悠
紀
の
里
お
田
植
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

北
口
本
宮
富
士
浅
間
神
社

鎮
火
祭
参
列

悠
紀
の
里
抜
穗
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

峡
南
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒

布
始
祭

山
梨
県
神
社
庁
神
宮
大
麻

暦
頒
布
始
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
秋
季
例

祭
参
列
（
山
梨
縣
護
國
神

社
）

女
子
神
職
研
修
会
（
神
社

庁
）

天
皇
陛
下
御
即
位
奉
祝
山

梨
県
民
大
会
会
議 

（
神
社

庁
）

庁
報
委
員
会
（
神
社
庁
）

天
皇
陛
下
御
即
位
奉
祝
山

梨
県
民
大
会
役
員
会 

（
神

社
庁
）

教
化
委
員
会
（
神
社
庁
）、

令
和
二
年
度
山
梨
県
神
社

関
係
者
大
会
【
中
止
】（
Ｙ

Ｃ
Ｃ
県
民
文
化
ホ
ー
ル
）

神
社
本
庁
理
事
会
（
京
都
）、

神
社
本
庁
評
議
員
会
（
京

都
）、
東
山
梨
支
部
大
麻
暦

頒
布
始
祭
（
山
梨
市
民
会

館
）

東
八
代
支
部
大
麻
暦
頒
布

始
祭
（
淺
間
神
社
）

南
都
留
支
部
大
麻
暦
頒
布

始
祭
（
北
口
本
宮
冨
士
浅

間
神
社
）

甲
府
支
部
大
麻
暦
頒
布
始

祭
（
玉
諸
神
社
）

神
社
庁
役
員
会
（
神
社
庁
）、

表
彰
委
員
会
（
神
社
庁
）、

各
種
表
彰
伝
達
式
（
神
社

庁
）

峡
中
支
部
大
麻
暦
頒
布
始

祭
（
八
幡
神
社
）

峡
北
支
部
大
麻
暦
頒
布
始

祭
（
逸
見
神
社
）、
北
都
留

支
部
大
麻
暦
頒
布
始
祭
（
牛

倉
神
社
）

「
立
皇
嗣
の
礼
」
に
際
し
、

山
梨
日
日
新
聞
に
奉
祝
広

告
掲
載
　
　
　
　

神
社
庁
役
員
会
（
神
社
庁
）、

身
分
選
考
委
員
会
（
神
社

庁
）

祭
式
研
修
会
（
神
社
庁
）

一
都
七
県
神
社
庁
長
会
（
明

治
記
念
館
）

北
方
領
土
返
還
要
求
運
動

啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
【
中

止
】

庁
報
委
員
会
（
神
社
庁
）

神
宮
新
穀
感
謝
祭

天
皇
陛
下
御
即
位
奉
祝
山

梨
県
民
大
会
実
行
委
員
会

（
神
社
庁
）

美
し
い
日
本
の
憲
法
を
つ

く
る
国
民
の
会
代
表
者
会

議
（
憲
政
記
念
館
）

神
社
庁
役
員
会
（
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
神
社
庁
）

神
社
庁
役
員
会
（
神
社
庁
）

天
皇
陛
下
御
即
位
奉
祝
山

梨
県
民
大
会
実
行
委
員
会

（
神
社
庁
）

北
方
領
土
返
還
請
求
運
動

街
宣
（
甲
府
市
内
）

神
社
本
庁
理
事
会
（
Ｗ
ｅ

ｂ
会
議
）

天
皇
陛
下
御
即
位
奉
祝
山

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

庁
　
務
　
日
　
誌
　
抄

庁
　
務
　
日
　
誌
　
抄

祭
　
儀
　
関
　
係

神
社
本
庁
・
神
社
庁
・
神
政
連
・
総
代
会
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二
・
一
六

二
・
一
八

二
・
二
五

～
二
六

三
・
　
八

三
・
一
〇

三
・
一
六

三
・
一
七

三
・
一
八

三
・
一
九

三
・
二
三

三
・
二
四

三
・
二
五

三
・
二
六

三
・
三
一

四
・
　
五

四
・
一
一

四
・
一
三

四
・
二
一

四
・
二
六

五
・
一
四

五
・
一
八

五
・
一
九

五
・
二
四

五
・
二
八

五
・
三
〇

六
・
　
二

六
・
　
八

六
・
　
九

六
・
一
〇

六
・
一
四

六
・
二
一

六
・
二
二

～
二
三

六
・
二
四

六
・
二
五

六
・
二
八

七
・
一
〇

～
一
一

七
・
一
四

七
・
一
五

七
・
一
六

七
・
二
六

七
・
二
七

八
・
　
三

八
・
　
六

八
・
　
九

～
八

八
・
一
〇

八
・
一
一

八
・
二
七

九
・
一
〇

九
・
二
四

九
・
二
七

九
・
二
九

梨
県
民
大
会
（
Ｙ
Ｃ
Ｃ
県

民
文
化
ホ
ー
ル
）

不
活
動
神
社
対
策
会
議
（
Ｗ

ｅ
ｂ
会
議
）

神
社
庁
役
員
会
（
神
社
庁
）

神
宮
初
参
り

過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推

進
委
員
会
（
神
社
庁
）

神
社
本
庁
会
議
（
Ｗ
ｅ
ｂ

会
議
）

庁
報
委
員
会
（
神
社
庁
）

一
都
七
県
神
政
連
本
部
長
・

幹
事
長
・
事
務
局
長
会
議

（
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
）

神
社
本
庁
役
員
会
（
神
社

本
庁
）

神
社
庁
長
会
（
Ｗ
ｅ
ｂ
会

議
）

茨
城
県
神
社
庁
設
立
75
周

年
記
念
大
会
（
水
戸
市
内
）

時
局
対
策
連
絡
会
議
（
大

宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
）

過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推

進
委
員
会
（
神
社
庁
）、
講

師
会
（
神
社
庁
）、
神
社
庁

役
員
会
（
神
社
庁
）、
不
活

動
神
社
対
策
委
員
会
（
神

社
庁
）

教
化
委
員
会
（
神
社
庁
）、

靖
國
神
社
参
拝
研
修
旅
行

【
中
止
】（
靖
國
神
社
）

庁
報
委
員
会
（
神
社
庁
）

山
梨
縣
護
國
神
社
春
季
例

祭
参
列
（
山
梨
縣
護
國
神

社
）

東
日
本
大
震
災
物
故
者
慰

霊
祭
【
中
止
】（
仙
台
市
内
）

志
公
会
と
語
る
夕
べ
（
ホ

テ
ル
ニ
�
ー
オ
ー
タ
ニ
）

一
都
七
県
神
社
庁
評
議
員

の
会
（
フ
�
レ
ス
ト
テ
ラ

ス
明
治
神
宮
）

神
社
庁
役
員
会
（
神
社
庁
）

日
本
会
議
山
梨
県
本
部
役

員
会
（
神
社
庁
）

教
化
委
員
会
（
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
神
社
庁
）

神
社
本
庁
常
務
理
事
会
（
神

社
本
庁
）、
神
社
本
庁
役
員

会
（
神
社
本
庁
）

班
幣
式
（
神
社
本
庁
）、
神

社
庁
長
会
（
神
社
本
庁
）

祭
式
研
修
会
（
神
社
庁
）

神
社
庁
役
員
会
（
神
社
庁
）、

表
彰
委
員
会
（
神
社
庁
）

清
和
政
策
研
究
会
と
の
懇

親
の
集
い
【
延
期
】（
東
京

プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
）

神
道
政
治
連
盟
国
会
議
員

懇
談
会
合
同
懇
談
会
【
中

止
】（
ホ
テ
ル
ニ
�
ー
オ
ー

タ
ニ
）

神
社
庁
事
務
担
当
者
会
議

（
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
）、
中
央
委

員
会
【
書
面
決
済
】（
神
社

本
庁
）、
本
部
長
・
事
務
局

長
連
絡
会【
書
面
決
済
】（
神

社
本
庁
）

庁
報
委
員
会
（
神
社
庁
）

女
子
神
職
会
祭
式
研
修
会

（
神
社
庁
）

神
社
庁
事
務
担
当
者
研
修

会
（
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
）

庁
報
委
員
会
（
神
社
庁
）

神
社
庁
役
員
会
（
神
社
庁
）、

予
算
委
員
会
（
神
社
庁
）、

身
分
選
考
委
員
会
（
神
社

庁
）

不
活
動
神
社
対
策
連
絡
会

議
（
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
）

初
任
神
職
研
修
会
（
神
社

庁
）

神
社
本
庁
役
員
会
（
Ｗ
ｅ

ｂ
会
議
）

美
し
い
日
本
の
憲
法
を
つ

く
る
国
民
の
会
全
国
代
表

者
実
務
者
会
議

全
国
選
挙
対
策
会
議
（
神

社
本
庁
）

神
社
庁
監
査
会
（
神
社
庁
）

総
代
会
監
査
会
（
神
社
庁
）

地
方
議
員
懇
談
会
監
査
会

（
県
議
会
）

日
本
会
議
山
梨
県
本
部
役

員
会
（
神
社
庁
）、
神
政
連

県
本
部
役
員
会
、
神
宮
大

麻
委
員
会
（
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
）

初
任
神
職
研
修
会
（
神
社

庁
）

神
社
庁
役
員
会
（
神
社
庁
）、

表
彰
委
員
会
（
神
社
庁
）、

神
社
庁
協
議
員
会
（
神
社

庁
）、総
代
会
評
議
員
会
（
神

社
庁
）

神
政
連
県
本
部
監
査
会
（
神

社
庁
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会

会
議
（
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
）

神
社
本
庁
役
員
会
（
Ｗ
ｅ

ｂ
会
議
）

神
社
本
庁
役
員
会
（
Ｗ
ｅ

ｂ
会
議
）、庁
報
委
員
会
（
神

社
庁
）

神
政
連
埼
玉
県
本
部
時
局

対
策
研
修
会
（
Ｗ
ｅ
ｂ
会

議
）

神
社
庁
役
員
会
（
神
社
庁
）、

顧
問
参
与
会
（
神
社
庁
）
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絵
本 

日
本
の
神
話

　
　
　
大
国
主
の
物
語
（
第
一
話
）

「
一
般
財
団
法
人
　
日
本
文
化
興
隆
財
団
」
提
供

　
問
い
合
わ
せ
　
東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
四
─
五
─
十

　
電
　
話
　
〇
三
─
五
七
七
五
─
一
一
四
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
冊
　
二
〇
〇
円

お
子
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
と
、

　
　
　
神
話
の
世
界
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。
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山梨県神社庁経常費歳入歳出決算　自　令和２年７月１日　至　令和３年６月30日 

山梨県神社庁経常費歳入歳出予算　自　令和３年７月１日　至　令和４年６月30日 

款項　　科　　目 

神社本庁幣帛料 
負 担 金  

本 庁 協 賛 金  
神 社 負 担 金  
神 職 負 担 金  
特別神社寄贈金 
神宮奉賛活動推進費 
本庁75周年負担金 

交 付 金  
神宮神徳宣揚費 
神社本庁交付金 

財 産 収 入  
神 殿 奉 納 金  
財 産 利 子  
預 金 利 子  

諸 収 入  
郷 土 暦 頒 布 費  
手数料並授与料 
雑 収 入  
特 別 納 付 金  

当 初 運 営 金  
繰 越 金  

歳 入 合 計  

 

款項　　科　　目 

幣 帛 料  
神宮神徳宣揚費 

本庁特別納付金 
支 部 交 付 金  

会 議 費  
役 員 会 費  
委 員 会 費  
関 係 者 大 会 費  
参 与 会 費  

給 料 及 諸 給 与  
給 料  
諸 給 手 当  
賞 与  
傭 人 料  
社会保険・厚生年金 
福 利 厚 生 費  

庁 費  
備 品 費  
文 房 具 費  
図 書 印 刷 費  
消 耗 品 費  
光 熱 水 費  

通 信 運 搬 費  
賄 費  
旅 費  
交 際 費  
慶 弔 費  
雑 費  
車 両 維 持 管 理 費  

事 業 費  
教 化 関 係 費  
教 化 委 員 会 費  
地 方 研 修 所 費  
講 習 会 助 成 費  
庁 報 発 行 費  
郷 土 暦 調 整 費  
神宮奉賛活動推進費 
指定団体補助金 
神社本庁協賛金 
表 彰 費  
神 社 調 査 費  
諸 祭 寄 贈 金  

神社本庁負担金 
大 麻 暦 頒 布 費  

頒 布 始 祭 費  
郷土暦頒布交付金 
荷 造 発 送 費  
雑 費  

派 遣 費  
評 議 員 派 遣 費  
一都七県連合会派遣費 
神宮奉仕員派遣費 
事務担当者派遣費 

会 館 運 営 費  
神 殿 費  
借 地 費  
営 繕 費  
管 理 費  
諸 費  

資金財産造成費 
基本財産造成費 
予備資金積立金 
職員退職金積立金 
会館維持資金積立金 
神宮式年遷宮積立金 
災害対策基金積立金 

分 担 金  
運営資金積立金 
次年度当初運営金 
予 備 費  

歳 出 合 計  

378,200 
22,681,600 

580,000 
11,359,600 
8,512,000 
1,830,000 

400,000 
0 

57,763,420 
56,900,000 

863,420 
421 

0 
240 
181 

3,803,966 
1,932,000 

528,600 
573,366 
770,000 

6,000,000 
7,701,888 

98,329,495

363,800 
36,312,760 
11,432,760 
24,880,000 
1,823,569 
1,255,762 

83,882 
468,401 
15,524 

17,354,683 
9,193,200 
2,348,840 
3,410,130 

0 
2,368,448 

34,065 
4,174,823 

639,891 
27,474 
40,800 

343,196 
960,406 

692,431 
19,540 

348,482 
428,387 
66,830 
48,916 

558,470 
11,390,364 

62,719 
2,010,938 

263,894 
0 

966,240 
1,006,326 

159,722 
1,220,000 

435,000 
21,725 

800 
5,243,000 
3,315,730 

974,070 
80,000 

579,600 
41,470 

273,000 
283,280 
186,740 
96,540 

0 
0 

889,474 
123,437 
200,000 
232,569 
231,468 
102,000 

8,520,000 
10,000 
10,000 

500,000 
500,000 

1,000,000 
6,500,000 

400,000 
800,000 

6,000,000 
0 

92,602,553

370,000 
22,701,100 

580,000 
11,326,100 
8,465,000 
1,930,000 

400,000 
0 

55,850,000 
55,100,000 

750,000 
12,000 
10,000 
1,000 
1,000 

3,939,958 
1,900,000 

600,000 
439,958 

1,000,000 
6,000,000 
5,726,942 

94,600,000

令和２年度決算額 
 

令和２年度決算額 
 

令和３年度予算額 
 

令和３年度予算額 
 450,000 

35,190,000 
11,100,000 
24,090,000 
4,800,000 
1,900,000 

200,000 
2,000,000 

700,000 
17,746,390 
9,272,400 
2,346,840 
3,477,150 

50,000 
2,500,000 

100,000 
8,950,000 
1,100,000 

50,000 
200,000 
500,000 

1,100,000 

800,000 
50,000 

2,400,000 
1,200,000 

250,000 
100,000 

1,200,000 
8,855,000 

400,000 
2,500,000 

900,000 
50,000 

1,200,000 
1,100,000 

400,000 
1,220,000 

465,000 
400,000 
100,000 
120,000 

3,200,000 
1,003,000 

80,000 
600,000 
50,000 

273,000 
1,510,000 

400,000 
900,000 
10,000 

200,000 
1,920,000 

200,000 
200,000 

1,000,000 
400,000 
120,000 

3,020,000 
10,000 
10,000 

500,000 
500,000 

1,000,000 
1,000,000 

500,000 
800,000 

6,000,000 
655,610 

94,600,000

歳  入  の  部 
 

歳  出  の  部 
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山梨県神社庁経常費歳入歳出決算　自　令和２年７月１日　至　令和３年６月30日 

山梨県神社庁経常費歳入歳出予算　自　令和３年７月１日　至　令和４年６月30日 

款項　　科　　目 

神社本庁幣帛料 
負 担 金  

本 庁 協 賛 金  
神 社 負 担 金  
神 職 負 担 金  
特別神社寄贈金 
神宮奉賛活動推進費 
本庁75周年負担金 

交 付 金  
神宮神徳宣揚費 
神社本庁交付金 

財 産 収 入  
神 殿 奉 納 金  
財 産 利 子  
預 金 利 子  

諸 収 入  
郷 土 暦 頒 布 費  
手数料並授与料 
雑 収 入  
特 別 納 付 金  

当 初 運 営 金  
繰 越 金  

歳 入 合 計  

 

款項　　科　　目 

幣 帛 料  
神宮神徳宣揚費 

本庁特別納付金 
支 部 交 付 金  

会 議 費  
役 員 会 費  
委 員 会 費  
関 係 者 大 会 費  
参 与 会 費  

給 料 及 諸 給 与  
給 料  
諸 給 手 当  
賞 与  
傭 人 料  
社会保険・厚生年金 
福 利 厚 生 費  

庁 費  
備 品 費  
文 房 具 費  
図 書 印 刷 費  
消 耗 品 費  
光 熱 水 費  

通 信 運 搬 費  
賄 費  
旅 費  
交 際 費  
慶 弔 費  
雑 費  
車 両 維 持 管 理 費  

事 業 費  
教 化 関 係 費  
教 化 委 員 会 費  
地 方 研 修 所 費  
講 習 会 助 成 費  
庁 報 発 行 費  
郷 土 暦 調 整 費  
神宮奉賛活動推進費 
指定団体補助金 
神社本庁協賛金 
表 彰 費  
神 社 調 査 費  
諸 祭 寄 贈 金  

神社本庁負担金 
大 麻 暦 頒 布 費  

頒 布 始 祭 費  
郷土暦頒布交付金 
荷 造 発 送 費  
雑 費  

派 遣 費  
評 議 員 派 遣 費  
一都七県連合会派遣費 
神宮奉仕員派遣費 
事務担当者派遣費 

会 館 運 営 費  
神 殿 費  
借 地 費  
営 繕 費  
管 理 費  
諸 費  

資金財産造成費 
基本財産造成費 
予備資金積立金 
職員退職金積立金 
会館維持資金積立金 
神宮式年遷宮積立金 
災害対策基金積立金 

分 担 金  
運営資金積立金 
次年度当初運営金 
予 備 費  

歳 出 合 計  

378,200 
22,681,600 

580,000 
11,359,600 
8,512,000 
1,830,000 

400,000 
0 

57,763,420 
56,900,000 

863,420 
421 

0 
240 
181 

3,803,966 
1,932,000 

528,600 
573,366 
770,000 

6,000,000 
7,701,888 

98,329,495

363,800 
36,312,760 
11,432,760 
24,880,000 
1,823,569 
1,255,762 

83,882 
468,401 
15,524 

17,354,683 
9,193,200 
2,348,840 
3,410,130 

0 
2,368,448 

34,065 
4,174,823 

639,891 
27,474 
40,800 

343,196 
960,406 

692,431 
19,540 

348,482 
428,387 
66,830 
48,916 

558,470 
11,390,364 

62,719 
2,010,938 

263,894 
0 

966,240 
1,006,326 

159,722 
1,220,000 

435,000 
21,725 

800 
5,243,000 
3,315,730 

974,070 
80,000 

579,600 
41,470 

273,000 
283,280 
186,740 
96,540 

0 
0 

889,474 
123,437 
200,000 
232,569 
231,468 
102,000 

8,520,000 
10,000 
10,000 

500,000 
500,000 

1,000,000 
6,500,000 

400,000 
800,000 

6,000,000 
0 

92,602,553

370,000 
22,701,100 

580,000 
11,326,100 
8,465,000 
1,930,000 

400,000 
0 

55,850,000 
55,100,000 

750,000 
12,000 
10,000 
1,000 
1,000 

3,939,958 
1,900,000 

600,000 
439,958 

1,000,000 
6,000,000 
5,726,942 

94,600,000

令和２年度決算額 
 

令和２年度決算額 
 

令和３年度予算額 
 

令和３年度予算額 
 450,000 

35,190,000 
11,100,000 
24,090,000 
4,800,000 
1,900,000 

200,000 
2,000,000 

700,000 
17,746,390 
9,272,400 
2,346,840 
3,477,150 

50,000 
2,500,000 

100,000 
8,950,000 
1,100,000 

50,000 
200,000 
500,000 

1,100,000 

800,000 
50,000 

2,400,000 
1,200,000 

250,000 
100,000 

1,200,000 
8,855,000 

400,000 
2,500,000 

900,000 
50,000 

1,200,000 
1,100,000 

400,000 
1,220,000 

465,000 
400,000 
100,000 
120,000 

3,200,000 
1,003,000 

80,000 
600,000 
50,000 

273,000 
1,510,000 

400,000 
900,000 
10,000 

200,000 
1,920,000 

200,000 
200,000 

1,000,000 
400,000 
120,000 

3,020,000 
10,000 
10,000 

500,000 
500,000 

1,000,000 
1,000,000 

500,000 
800,000 

6,000,000 
655,610 

94,600,000

歳  入  の  部 
 

歳  出  の  部 
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歳  入  の  部 
款項　　科　　目 

諸 収 入  
負 担 金  
協 賛 金  
寄 付 金  
雑 収 入  

前 年 度 繰 越 金  
歳 入 合 計  

歳  出  の  部 

款項　　科　　目 

諸 支 出  
備 品 費  
文 房 具 費  
図 書 印 刷 費  
通 信 運 搬 費  

消 耗 品 費  
旅 費  
手 当  
慶 弔 費  
役 員 会 費  
雑 費  
全国神社総代会代議員派遣費 

負 担 金  
事 業 費  

神社振興対策費 
講 演 会 費  
功 績 者 表 彰 費  
研 修 費  
全国総代会積立 
総 会 費  

予備資金積立金 
予 備 費  

歳 出 合 計  

令和２年度決算額 令和３年度予算額 

令和３年度予算額 令和２年度決算額 

山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出決算　自　令和２年７月１日　至　令和３年６月30日 

山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出予算　自　令和３年７月１日　至　令和４年６月30日 

歳  入  の  部 
款項　　科　　目 

会 費  

特 別 協 賛 金  

法 人 寄 付  

個 人 寄 付  

雑 収 入  

当初運営資金繰入金 

前 年 度 繰 越 金  

歳 入 合 計  

歳  出  の  部 

款項　　科　　目 

経 常 費  
人 件 費  
備 品 消 耗 費  
事 務 所 費  

政 治 活 動 費  
組 織 活 動 費  
調 査 研 究 費  
寄 付 金 交 付 金  
研 修 費  
一都七県会議費 
そ の 他 の 経 費  

運営基金積立金 
一都七県積立金 
運営資金積立金 

当初運営資金繰出金 
予 備 費  

歳 出 合 計  

令和２年度決算額 

1,877,000 

367,000 

1,037,560 

0 

3 

0 

343,663 

3,625,226

令和３年度予算額 

1,870,000 

364,000 

1,200,000 

2,480,000 

8,076 

100,005 

797,919 

6,820,000

令和２年度決算額 
208,357 
150,000 
20,000 
38,357 

2,468,950 
358,410 
66,000 

1,966,100 
46,940 

0 
31,500 

150,000 
100,000 
50,000 

0 
0 

2,827,307

令和３年度予算額 
250,000 
150,000 
20,000 
80,000 

6,180,000 
2,380,000 

200,000 
1,980,000 
1,400,000 

120,000 
100,000 
150,000 
100,000 
50,000 

100,005 
139,995 

6,820,000

神政連山梨県本部歳入歳出決算  
自　令和２年７月１日　至　令和３年６月30日 

神政連山梨県本部歳入歳出予算  
自　令和３年７月１日　至　令和４年６月30日 
 

2,996,230 
1,552,850 
1,443,000 

0 
380 

2,843,597 
5,839,827

3,003,780 
1,551,000 
1,436,000 

5,000 
11,780 

4,096,220 
7,100,000

218,852 
0 

5,043 
0 

5,663 

0 
20,000 

120,000 
51,830 
2,400 

13,916 
0 

121,380 
1,003,375 

0 
0 

40,920 
162,000 
500,000 
300,455 
400,000 

0 
1,743,607

1,720,000 
10,000 
10,000 
10,000 
30,000 

10,000 
1,000,000 

120,000 
80,000 

100,000 
150,000 
200,000 
120,500 

4,800,000 
1,100,000 

100,000 
300,000 
900,000 
300,000 

2,100,000 
200,000 
259,500 

7,100,000

神
社
庁
長

◆
東
山
梨
支
部

諏
訪
神
社
　
古
屋
亨
、
坂
本
修
、

平
山
照
仁
、
関
口
洋
、
高
野
博
、

志
村
恵
子
、
有
賀
広
明
、
雨
宮
武

◆
峡
北
支
部

諏
訪
神
社
　
白
倉
友
行
、
清
水
　

將
一
、
板
山
　
毅

◆
南
都
留
支
部

諏
訪
神
社
　
株
式
会
社
コ
バ
ヤ
シ

工
業
　
代
表
取
締
役
　
小
林
佳
一

朗
　

冨
士
御
室
浅
間
神
社
　
小
佐
野
建

業
、
在
原
千
多
夫

小
室
浅
間
神
社
　
粟
井
英
朗

神
社
本
庁
統
理

◆
甲
府
支
部

穴
切
大
神
社
　
羽
中
田
自
動
車
工

業
　
会
長
　
羽
中
田
譲

◆
南
都
留
支
部

美
和
神
社
　
桃
井
昭

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

金
品
寄
付
者
に
対
し
て
感
謝
状
贈
呈

金
品
寄
付
者
に
対
し
て
感
謝
状
贈
呈
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歳  入  の  部 
款項　　科　　目 

諸 収 入  
負 担 金  
協 賛 金  
寄 付 金  
雑 収 入  

前 年 度 繰 越 金  
歳 入 合 計  

歳  出  の  部 

款項　　科　　目 

諸 支 出  
備 品 費  
文 房 具 費  
図 書 印 刷 費  
通 信 運 搬 費  

消 耗 品 費  
旅 費  
手 当  
慶 弔 費  
役 員 会 費  
雑 費  
全国神社総代会代議員派遣費 

負 担 金  
事 業 費  

神社振興対策費 
講 演 会 費  
功 績 者 表 彰 費  
研 修 費  
全国総代会積立 
総 会 費  

予備資金積立金 
予 備 費  

歳 出 合 計  

令和２年度決算額 令和３年度予算額 

令和３年度予算額 令和２年度決算額 

山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出決算　自　令和２年７月１日　至　令和３年６月30日 

山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出予算　自　令和３年７月１日　至　令和４年６月30日 

歳  入  の  部 
款項　　科　　目 

会 費  

特 別 協 賛 金  

法 人 寄 付  

個 人 寄 付  

雑 収 入  

当初運営資金繰入金 

前 年 度 繰 越 金  

歳 入 合 計  

歳  出  の  部 

款項　　科　　目 

経 常 費  
人 件 費  
備 品 消 耗 費  
事 務 所 費  

政 治 活 動 費  
組 織 活 動 費  
調 査 研 究 費  
寄 付 金 交 付 金  
研 修 費  
一都七県会議費 
そ の 他 の 経 費  

運営基金積立金 
一都七県積立金 
運営資金積立金 

当初運営資金繰出金 
予 備 費  

歳 出 合 計  

令和２年度決算額 

1,877,000 

367,000 

1,037,560 

0 

3 

0 

343,663 

3,625,226

令和３年度予算額 

1,870,000 

364,000 

1,200,000 

2,480,000 

8,076 

100,005 

797,919 

6,820,000

令和２年度決算額 
208,357 
150,000 
20,000 
38,357 

2,468,950 
358,410 
66,000 

1,966,100 
46,940 

0 
31,500 

150,000 
100,000 
50,000 

0 
0 

2,827,307

令和３年度予算額 
250,000 
150,000 
20,000 
80,000 

6,180,000 
2,380,000 

200,000 
1,980,000 
1,400,000 

120,000 
100,000 
150,000 
100,000 
50,000 

100,005 
139,995 

6,820,000

神政連山梨県本部歳入歳出決算  
自　令和２年７月１日　至　令和３年６月30日 

神政連山梨県本部歳入歳出予算  
自　令和３年７月１日　至　令和４年６月30日 
 

2,996,230 
1,552,850 
1,443,000 

0 
380 

2,843,597 
5,839,827

3,003,780 
1,551,000 
1,436,000 

5,000 
11,780 

4,096,220 
7,100,000

218,852 
0 

5,043 
0 

5,663 

0 
20,000 

120,000 
51,830 
2,400 

13,916 
0 

121,380 
1,003,375 

0 
0 

40,920 
162,000 
500,000 
300,455 
400,000 

0 
1,743,607

1,720,000 
10,000 
10,000 
10,000 
30,000 

10,000 
1,000,000 

120,000 
80,000 

100,000 
150,000 
200,000 
120,500 

4,800,000 
1,100,000 

100,000 
300,000 
900,000 
300,000 

2,100,000 
200,000 
259,500 

7,100,000
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令
和
三
年
の
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始

祭
が
九
月
十
七
日
に
伊
勢
の
神
宮
で

斎
行
さ
れ
た
。
例
年
は
神
社
本
庁
役

員
を
は
じ
め
全
国
各
神
社
庁
長
な
ど

が
参
列
し
て
い
る
神
宮
大
麻
暦
頒
布

始
祭
だ
が
、
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
全
国
的
に
続

き
、
三
重
県
に
お
い
て
も
緊
急
事
態

宣
言
が
発
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

に
鑑
み
、
神
宮
当
局
と
も
相
談
の
上

で
各
神
社
庁
長
の
参
列
を
控
え
、
鷹

司
統
理
、
田
中
総
長
、
鐡
川
副
総
長
、

小
野
・
西
高
辻
両
常
務
理
事
の
み
の

参
列
に
て
斎
行
さ
れ
、
代
表
大
麻
暦

は
当
日
中
に
各
神
社
庁
へ
送
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
祭
典
後
の

神
宮
大
麻
暦
頒
布
秋
季
推
進
会
議
は

中
止
と
な
っ
た
。

　
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
は
午
前
十

時
か
ら
内
宮
神
楽
殿
で
斎
行
と
な

り
、
小
松
大
宮
司
以
下
祭
員
が
着
座

し
、
修
祓
に
続
い
て
神
宮
大
麻
・
暦

と
神
饌
が
供
さ
れ
た
後
、
亀
田
幸
弘

小
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上
し
た
。

　
小
松
大
宮
司
以
下
祭
員
が
八
度
拝

を
行
い
、
鷹
司
統
理
の
玉
串
奉
奠
に

あ
わ
せ
て
参
列
者
一
同
が
拝
礼
し

た
。
撤
饌
の
後
、
神
前
か
ら
撤
下
さ

れ
た
神
宮
大
麻
・
暦
が
小
松
大
宮
司

か
ら
鷹
司
統
理
に
授
け
ら
れ
た
。
そ

の
後
、
祭
員
が
退
下
し
、
引
き
続
き

神
社
本
庁
奉
納
の
大
々
御
神
楽
が
奉

奏
さ
れ
た
。

　
神
宮
大
麻
・
暦
の
交
付
数
や
本
庁

施
策
の
説
明
等
を
行
う
神
宮
大
麻
暦

頒
布
秋
季
推
進
会
議
及
び
表
彰
式
は

中
止
と
な
り
、
各
神
社
庁
へ
資
料
と

表
彰
者
名
簿
の
送
付
を
以
て
報
告
と

な
っ
た
。

　
神
宮
司
庁
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
九

月
現
在
前
年
と
比
べ
て
神
宮
大
麻
の

頒
布
数
は
二
十
二
万
四
千
六
百
六
十
七

体
の
減
退
と
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

ま
た
、
来
年
の
神
宮
大
麻
全
国
頒
布

百
五
十
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

記
念
事
業
の
具
体
的
な
施
策
が
提
示

さ
れ
た
ほ
か
、「
三
カ
年
継
続
神
宮

大
麻
都
市
頒
布
向
上
計
画
」
に
つ
い

て
報
告
も
な
さ
れ
た
。

　
去
る
令
和
三
年
九
月
二
十
九
日
、

神
社
庁
神
殿
に
お
い
て
令
和
三
年
神

宮
大
麻
並
び
に
同
暦
頒
布
始
祭
が
山

梨
県
神
道
雅
楽
会
の
奏
楽
の
な
か
当

番
支
部
甲
府
支
部
神
職
、
斎
主
武
田

神
社
禰
宜
乙
黒
洋
、
副
斎
主
稲
積
神

社
権
禰
宜
渡
辺
僚
、
祭
員
文
珠
稲
荷

神
社
権
禰
宜
依
田
直
人
、
住
吉
神
社

権
禰
宜
相
田
卓
也
、
典
儀
武
田
神
社

権
禰
宜
関
宣
隆
が
奉
仕
し
、
斎
行
さ

れ
ま
し
た
。
県
下
の
蔓
延
防
止
等
重

点
措
置
は
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、
未

だ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
収
束
ま
で
に
は
至
ら
ぬ
中
で
の
祭

典
執
行
で
あ
り
、
奉
仕
者
各
位
マ
ス

ク
着
用
で
の
奉
仕
と
な
り
ま
し
た
。

伊
勢
の
神
宮
で
の
頒
布
始
祭
が
九
月

十
七
日
に
内
宮
神
楽
殿
に
お
い
て
斎

行
、
こ
れ
に
次
い
で
全
国
各
地
の
神

社
庁
、
そ
し
て
県
下
の
各
支
部
に
お

い
て
、
斎
行
さ
れ
撤
下
授
与
さ
れ
た
、

大
麻
は
こ
の
歳
末
に
各
地
域
の
氏

子
・
崇
敬
者
の
各
戸
に
届
き
、
令
和

四
年
の
正
月
を
各
戸
の
神
棚
で
迎

え
、
戸
々
の
家
と
家
族
の
健
康
繁
栄

を
託
さ
れ
る
訳
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
授
与
実
績
は
、
毎
年
神
社
庁
報
の

春
号
に
『
神
宮
大
麻
頒
布
実
績
』
と

し
て
検
証
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。
昨
年

の
大
麻
の
頒
布
料
の
変
更
、
ま
た
こ

の
度
の
コ
ロ
ナ
禍
と
頒
布
率
に
反
映

さ
れ
る
府
の
要
因
も
考
慮
さ
れ
る
現

況
で
す
が
、
次
回
の
式
年
遷
宮
に
向

け
て
、
神
職
を
中
心
と
し
て
新
た
な

る
目
標
持
っ
て
、
氏
子
崇
敬
者
へ
の

啓
発
は
も
と
よ
り
、
新
し
い
生
活
様

式
に
あ
わ
せ
て
の
頒
布
活
動
を
展
開

し
、
地
域
お
け
る
更
な
る
啓
発
と
頒

布
活
動
の
推
進
に
力
を
尽
く
し
て
行

く
必
要
性
を
強
く
提
示
さ
れ
る
機
会

で
し
た
。

関
　
　

宣

隆

甲
府
支
部
　
副
支
部
長

令
和
三
年
神
宮
大
麻
並
び
に
同
暦
頒
布
始
祭

 

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
及
び

　
神
宮
大
麻
暦
頒
布
秋
季
推
進
会
議
開
催
報
告

山
梨
県
神
社
庁
事
務
局
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八
幡
穂
見
神
社
は
、
中
央
市
の
北

部
に
位
置
し
、
凡
そ
七
百
九
拾
九
坪

の
社
有
地
内
に
本
殿
、
拝
殿
、
随
神

門
、
鳥
居
を
構
え
た
閑
静
な
鎮
守
の

杜
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
一
説
に
よ

る
と
八
百
年
以
上
の
歴
史
を
も
ち
、

か
つ
て
は
上
三
条
、
下
三
条
、
山
の

神
、
河
西
ま
で
、
広
範
囲
の
地
域
の

氏
子
の
暮
ら
し
や
営
み
を
、
ご
加
護

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
、
中
央

市
布
施
地
内
の
二
百
戸
余
が
氏
子
と

し
て
崇
敬
し
て
い
ま
す
が
、
年
々
減

少
し
、
現
時
点
で
は
二
百
戸
を
割
っ

て
い
る
状
況
で
す
。
地
域
は
、
新
興

住
宅
地
で
人
口
増
加
は
進
ん
で
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
信
仰
心
が
薄
れ
、

新
規
勧
誘
し
、
御
神
札
を
頒
布
し
て

も
断
ら
れ
る
始
末
で
す
。
旧
家
に
お

い
て
も
高
齢
化
が
進
み
、
世
代
交
代

時
に
、
御
神
札
を
返
納
し
た
い
と
の

相
談
を
受
け
る
事
が
あ
り
ま
し
た
。

若
者
に
は
殊
に
、
信
仰
離
れ
が
起
き

て
お
り
、
元
来
、
神
社
は
、
地
域
の

鎮
守
様
、
氏
神
様
で
地
域
の
守
り
神

で
す
が
、
今
は
「
お
参
り
し
た
こ
と

が
な
い
」
と
い
う
話
を
聞
く
始
末
で

す
。

　
私
は
、
新
住
民
な
の
で
昔
の
事
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
お
祭
り
に
は
県

道
ま
で
の
沿
道
に
、
旗
竿
や
提
灯
を

か
ざ
し
、
神
輿
を
担
ぎ
地
域
を
練
り

歩
き
、
境
内
で
は
相
撲
な
ど
の
興
行

も
行
わ
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
さ

ぞ
か
し
賑
や
か
な
光
景
だ
っ
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
拝
殿
の
中
に
は
、

今
な
お
大
小
の
神
輿
が
眠
っ
て
お
り
、

一
抹
の
寂
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　
神
社
本
殿
は
、
昭
和
四
十
年
に
山

梨
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、

そ
れ
を
機
に
、
昭
和
四
十
八
年
補
修

復
元
工
事
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
が
、

近
年
で
は
、
更
に
老
朽
化
が
進
み
、

本
殿
は
も
と
よ
り
拝
殿
な
ど
建
物
の

傷
み
が
指
摘
さ
れ
、
昨
年
こ
の
様
な

現
状
を
理
解
し
て
頂
く
た
め
、
氏
子

の
方
々
に
見
学
会
を
催
し
ま
し
た
。

そ
の
上
で
、
少
し
で
も
浄
財
を
集
め

よ
う
と
特
別
基
金
の
創
設
を
諮
り
、

護
持
会
費
と
し
て
毎
年
献
納
し
て
頂

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
年
間
で
も

僅
か
な
浄
財
で
す
が
、
維
持
管
理
の

為
だ
け
に
、
支
出
す
る
仕
組
み
を
作

る
事
が
出
来
ま
し
た
。

　
私
た
ち
氏
子
は
、
神
社
境
内
を
守

り
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
使
命
が
あ

る
と
思
っ
て
ま
す
。
今
一
度
、
初
心

に
立
ち
返
り
、
自
然
の
恵
み
に
感
謝

し
つ
つ
、
地
域
の
安
寧
と
発
展
、
そ

こ
に
暮
ら
す
人
々
の
生
命
や
営
み
の

原
点
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
、
新
し

い
住
民
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
肝
要

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
地
域
の
様
々
な
役
員
を
務
め
上

げ
、
そ
の
総
仕
上
げ
と
し
て
今
春
、

氏
子
総
代
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。

　
年
齢
順
に
皆
に
廻
っ
て
く
る
役
回

り
と
は
言
え
、
そ
の
立
場
に
立
っ
て

初
め
て
管
理
の
大
変
さ
、
難
し
さ
が

分
か
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
私
の
奉

仕
す
る
北
野
天
神
社
は
歴
史
の
あ

る
、
広
大
な
敷
地
を
有
す
る
神
社
だ

か
ら
で
す
。

　
今
年
は
、
昨
年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍

の
為
、
ほ
と
ん
ど
の
行
事
が
軒
並
み

中
止
と
な
り
ま
し
た
。
で
す
が
話
し

合
い
の
末
、
役
員
の
強
い
希
望
の
元
、

秋
の
例
大
祭
だ
け
は
何
と
し
て
も
実

施
し
た
い
と
い
う
運
び
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
に
向
け
て
、
神
楽
保
存
会

の
み
な
さ
ん
は
舞
の
練
習
に
励
ん
で

く
れ
て
い
ま
す
。
我
々
主
催
者
も
、

境
内
地
の
草
刈
り
や
参
道
の
補
修
、

提
灯
を
吊
す
支
柱
の
設
置
、
電
線
を

地
中
に
埋
め
る
作
業
な
ど
に
当
た
っ

て
き
ま
し
た
。

　
特
に
、
提
灯
の
支
柱
を
設
置
す
る

作
業
は
、
昨
年
ま
で
多
く
の
男
性
の

手
を
借
り
な
が
ら
終
え
ら
れ
な
い
、

非
常
に
大
変
な
作
業
で
し
た
。
そ
の

為
、
今
年
は
思
い
切
っ
て
作
業
を
簡

略
化
し
ま
し
た
。
改
良
し
た
や
り
方

で
は
、
支
柱
に
固
定
し
た
ソ
ケ
ッ
ト

に
電
球
を
嵌
め
こ
み
、
提
灯
を
吊
す

だ
け
で
よ
く
な
り
ま
し
た
。
従
来
の

電
線
を
引
く
や
り
方
よ
り
、
時
間
も

労
力
も
少
な
く
な
っ
た
と
自
負
し
て

い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
氏
子
の

皆
さ
ん
の
高
齢
化
が
あ
り
ま
す
。
末

永
く
神
社
の
祭
事
を
続
け
て
い
く
た

め
に
、
作
業
の
簡
略
化
を
常
に
考
え

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
感
じ

て
の
こ
と
で
す
。

　
今
年
は
コ
ロ
ナ
の
為
、
大
祭
は
午

前
中
で
終
了
と
す
る
予
定
で
す
が
、

来
年
は
、
ぜ
ひ
と
も
樽
酒
、
お
で
ん
、

甘
酒
を
振
る
舞
っ
て
、
盛
大
に
行
え

る
よ
う
祈
る
ば
か
り
で
す
。

　
氏
子
総
代
を
務
め
る
今
、
一
番
思

う
こ
と
は
、
こ
の
広
大
な
敷
地
を
有

す
る
神
社
を
、
二
十
歳
頃
か
ら
長
年

に
わ
た
っ
て
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
、
宮
司
さ
ん
の
ご
苦
労
は
大
変
な

も
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
思
い
を
踏
ま
え
、
総
代
と
し
て
任

期
の
三
年
間
を
、
し
っ
か
り
努
め
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
氏
子
全

員
で
神
社
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
大

切
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

〈
峡
中
支
部
〉

八
幡
穂
見
神
社
　
総
代
会
長

　
笠
　
井
　
　
講

総
代
広
場
　
第
六
回

〈
峡
北
支
部
〉

北
野
天
神
社
　
総
代

　
進
　
藤
　
正
　
廣
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富
士
山
の
山
梨
県
側
登
山
道
「
吉

田
ル
ー
ト
」
が
七
月
一
日
、
五
合
目

か
ら
山
頂
ま
で
開
通
し
、
夏
山
シ
ー

ズ
ン
の
到
来
を
告
げ
る
山
開
き
を
迎

え
た
。
昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
、
山
梨
・
静

岡
両
県
で
登
山
道
が
閉
鎖
。
二
年
ぶ

り
と
な
る
待
望
の
開
山
で
あ
る
。

　
当
日
の
富
士
山
は
梅
雨
前
線
の
影

響
で
大
荒
れ
の
天
気
と
な
り
御
来
光

を
拝
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
例

年
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
は
ず
の
五

合
目
ロ
ー
タ
リ
ー
に
登
山
者
の
姿
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

　
当
社
で
は
、
富
士
山
の
安
寧
と
夏

山
シ
ー
ズ
ン
登
山
安
全
を
祈
願
す
る

た
め
同
日
に
開
山
祭
を
斎
行
し
て
い

る
が
、
未
明
よ
り
吹
き
荒
れ
る
風
雨

に
よ
り
斎
場
の
舗
設
が
出
来
な
い
。

急
遽
、
内
庭
で
予
定
し
て
い
た
神
事

を
拝
殿
で
行
う
こ
と
と
な
り
不
安
を

残
す
夜
明
け
と
な
っ
た
。

　
午
前
六
時
、
号
鼓
と
共
に
参
進
。

昨
年
に
引
き
続
き
規
模
を
縮
小
し
て

の
祭
典
と
し
た
為
、
氏
子
崇
敬
者
や

白
装
束
を
身
に
纏
っ
た
富
士
講
の

人
々
の
姿
は
な
い
。
例
年
だ
と
富
士

講
が
先
導
し
な
が
ら
登
山
道
を
練
り

歩
く
富
士
型
の
神
輿
渡
御
も
中
止
と

な
り
、
な
ん
と
も
寂
し
い
山
開
き
で

あ
る
。

　
二
年
ぶ
り
の
開
山
と
な
る
喜
び
と
、

規
模
縮
小
へ
の
複
雑
な
思
い
が
頭
を

巡
る
な
か
、
祝
詞
を
奏
上
し
自
座
へ

戻
る
と
、
先
程
ま
で
騒
が
し
か
っ
た

風
も
治
ま
り
雨
も
止
ん
で
い
る
こ
と

に
気
付
い
た
。
急
い
で
鳥
居
に
注
連

縄
を
張
り
、
天
狗
に
よ
る
「
道
開
き

の
神
事
」
を
執
り
行
う
。
信
じ
が
た

い
話
か
も
し
れ
な
い
が
、
天
狗
が
大

斧
と
鉾
で
注
連
縄
を
断
ち
切
っ
た
瞬

間
、
上
空
に
青
空
が
広
が
っ
た
。

　
そ
の
時
、
よ
う
や
く
開
山
す
る
こ

と
が
出
来
た
の
だ
。
斎
行
出
来
て
本

当
に
良
か
っ
た
と
、
前
日
か
ら
抱
い

て
い
た
不
安
が
か
き
消
さ
れ
、
心
も

晴
れ
や
か
に
な
る
の
が
わ
か
っ
た
。

　
こ
れ
は
山
開
き
に
限
っ
た
話
で
は

な
い
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
終

息
を
み
な
い
中
、
人
々
が
様
々
な
苦

労
を
強
い
ら
れ
る
生
活
が
続
い
て
い
る
。

　
疫
病
の
流
行
が
落
ち
着
き
、
安
心

し
て
日
々
を
過
ご
せ
る
よ
う
に
な
る

日
は
い
つ
訪
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
天
狗
が

道
を
切
り

開
く
と
同

時
に
、
今

の
世
の
中

の
不
安
を

も
か
き
消

し
て
く
れ

る
の
だ
と

私
は
信
じ

て
い
る
。

　
去
る
九
月
五
日
、
本
年
の
例
大
祭

が
静
か
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
が
な
け
れ
ば
、
ま
ず
土

曜
日
早
朝
神
幸
祭
を
執
り
行
い
、
本

社
神
輿
が
氏
子
区
域
内
を
渡
御
、
各

地
区
か
ら
も
子
供
神
輿
大
人
神
輿
合

わ
せ
て
述
べ
二
十
数
基
の
神
輿
が
繰

り
出
し
終
日
渡
御
し
、
日
曜
に
は
例

大
祭
の
神
事
に
神
楽
の
奉
納
・
市
内

で
は
二
台
の
山
車
の
巡
行
、
月
曜
に

は
神
事
を
繰
り
返
し
境
内
で
は
神
賑

行
事
が
行
わ
れ
、
沢
山
の
露
天
商
も

出
店
し
て
溢
れ
ん
ば
か
り
の
参
拝
客

を
迎
え
て
賑
や
か
に
盛
大
な
祭
典
を

行
う
の
で
す
が
、
昨
年
に
続
き
来
賓

等
の
招
待
は
自
粛
、
氏
子
総
代
と
地

域
の
代
表
と
し
て
氏
子
区
域
内
の
区

長
、
神
輿
保
存
会
の
代
表
の
み
二
十

名
足
ら
ず
の
参
列
に
よ
る
神
事
と
な

り
ま
し
た
。

　
昨
年
の
例
大
祭
終
了
後
、
氏
子
の

皆
さ
ん
か
ら
「
お
祭
り
が
無
い
と
寂

し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
」「
盛
大
に

お
祭
り
を
し
な
い
と
景
気
が
悪
く
て

だ
め
だ
」
と
言
わ
れ
て
今
年
は
是
非

き
ち
ん
と
諸
行
事
を
行
い
た
か
っ
た

の
で
す
が
二
年
続
け
て
残
念
な
結
果

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
六
月
、

今
年
は
何
と
か
し
た
い
と
そ
れ
ま
で

先
延
ば
し
に
し
て
い
た
祭
典
の
会
議

に
て
、
再
び
神
殿
で
の
神
事
の
み
と

決
定
し
た
と
き
は
〝
口
惜
し
き
極
み

に
は
あ
れ
ど
〟
已
む
無
し
と
い
う
心

境
で
あ
り
ま
し
た
。

　
昔
な
ら
こ
う
し
た
悪
疫
が
流
行
れ

ば
、
例
年
に
も
増
し
て
盛
大
に
祭
り

を
行
い
騒
い
で
疫
病
を
追
い
祓
っ
た

の
で
し
ょ
う
が
、
感
染
症
の
原
因
が

し
っ
か
り
と
特
定
さ
れ
た
現
代
に

あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
状
況
も
受
け

入
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
無
駄
な
愚
痴
が
過
ぎ
ま
し

た
。
せ
め
て
こ
の
悪
し
き
病
が
氏
子

中
に
流
行
拡
大
し
て
い
な
い
こ
と
を

御
加
護
の
賜
と
御
祭
神
に
感
謝
致
し

ま
す
。

　
こ
こ
に
来
て
漸
く
新
型
コ
ロ
ナ
禍

も
沈
静
化
の
兆
し
を
見
せ
て
い
る
よ

う
で
す
。
一
日
も
早
い
終
息
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

祭
典
を
斎
行
し
て

　
　
牛
倉
神
社

宮
司
　
中
　
村
　
宗
　
彦

　
　
冨
士
山
小
御
嶽
神
社

宮
司
　
小
佐
野
　
正
　
史
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四
日
間
の
研
修
を
経
て
、
様
々
な

項
目
を
学
び
直
す
こ
と
が
出
来
た
。

ま
た
、
神
社
実
務
で
実
際
に
奉
仕
す

る
上
で
必
要
な
知
識
を
学
び
、
奉
仕

す
る
に
お
い
て
細
か
な
規
則
が
あ
っ

た
の
だ
と
改
め
て
驚
い
た
。

　
そ
の
他
、
様
々
な
学
び
が
あ
っ
た

中
、
特
に
印
象
に
残
っ
た
内
容
を
三

つ
あ
げ
て
い
く
。

　
ま
ず
は
小
山
先
生
の
「
敬
神
生
活

の
綱
領
」
に
つ
い
て
。
北
白
川
総
裁

の
お
言
葉
を
頂
き
宣
言
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
神
々
の
恵
み
と
祖
先
の
恩

と
に
感
謝
し
、
神
職
と
し
て
の
志
し

を
再
確
認
す
る
の
だ
と
学
ぶ
こ
と
が

出
来
た
。
ま
た
、
小
山
先
生
の
神
職

と
し
て
奉
仕
す
る
に
あ
た
り
、
大
切

に
な
っ
て
い
く
こ
と
も
印
象
に
残
っ

た
。
神
職
の
資
格
を
頂
い
て
か
ら
神

道
人
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
。
真
剣

に
向
き
合
っ
て
い
れ
ば
崇
敬
神
に
生

か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ

と
。
研
修
初
日
の
一
つ
目
の
講
義
を

受
け
、
神
職
に
対
す
る
志
し
が
高

ま
っ
て
行
っ
た
。
祭
事
は
も
ち
ろ
ん
、

崇
敬
者
と
の
関
わ
り
も
大
切
で
、
真

摯
に
関
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
だ
と
改
め
て
思
っ
た
。

　
次
に
、
桃
井
先
生
の
「
祭
祀
関
係

実
技
」
に
つ
い
て
。
基
礎
を
振
り
返

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
各
々
事
情
が

あ
る
際
に
は
そ
の
様
子
に
合
わ
せ
て

所
作
も
変
え
て
い
く
こ
と
が
出
来
る

と
学
ん
だ
。
ま
た
、
所
作
の
形
を
意

識
す
る
こ
と
よ
り
も
、
向
き
合
う
姿

勢
と
志
し
が
大
切
に
な
る
こ
と
も
学

ぶ
こ
と
が
出
来
た
。「
今
年
就
職
し
、

神
明
奉
仕
と
両
立
し
て
い
く
こ
と
と

な
っ
た
。」
し
か
し
、
奉
仕
を
す
る

際
に
は
姿
勢
と
志
し
を
忘
れ
ず
、
神

と
崇
敬
者
の
仲
執
持
と
し
て
全
う
し

て
行
く
。

　
最
後
に
、
古
屋
先
生
の
「
神
社
本

庁
史
」
に
つ
い
て
。
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

に
よ
っ
て
軍
国
主
義
の
道
具
と
し
て

利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
動
い
て
い

た
。
国
家
に
よ
っ
て
経
営
、
管
理
さ

れ
て
い
た
神
社
を
再
び
活
動
出
来
る

よ
う
に
対
策
を
考
え
て
い
く
。
国
家

が
自
由
に
動
く
こ
と
が
出
来
な
い
中

三
人
が
立
ち
上
が
り
先
陣
を
切
っ
て

動
き
出
し
て
い
た
。
吉
田
茂
、
草
津

珍
彦
、
宮
川
宗
徳
三
氏
が
先
を
見
据

え
活
動
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

民
間
団
体
が
動
き
出
す
き
っ
か
け
と

な
っ
て
い
っ
た
。
大
日
本
神
祇
会
、

皇
典
講
究
所
、
神
宮
奉
斎
会
が
国
か

ら
神
社
の
将
来
を
任
さ
れ
、
そ
の
後

神
社
本
庁
が
生
ま
れ
る
。
い
ず
れ
の

行
動
の
根
本
に
も
、
敬
神
の
意
識
が

あ
り
、
神
社
を
存
続
さ
せ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
意
志

が
あ
っ
た
。
神
職
と
し
て
活
動
し
て

い
く
上
で
は
、
先
人
の
活
動
に
感
謝

し
、
意
志
を
大
切
に
し
て
い
か
な
か

れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
。

　
今
日
の
研
修
で
は
、
新
た
な
学
び

と
お
祭
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る
こ

と
が
出
来
た
。
今
後
の
神
明
奉
仕
に

活
か
し
て
い
け
る
よ
う
に
し
た
い
。

　
去
る
令
和
三
年
七
月
十
日
か
ら
七

月
十
一
日
、
並
び
に
、
八
月
八
日
か

ら
八
月
九
日
の
四
日
間
、
山
梨
県
神

社
庁
に
て
第
二
十
回
　
初
任
神
職
研

修
会
が
行
わ
れ
、
男
女
合
わ
せ
て

十
二
名
、
幅
広
い
年
齢
層
の
方
々
が

受
講
し
ま
し
た
。
山
梨
県
神
社
庁
で

は
隔
年
で
行
っ
て
お
り
、
本
年
は
数

年
ぶ
り
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
研
修
は
、
新
た
に
任
用
さ
れ
た
神

職
が
神
社
本
庁
・
神
社
庁
の
組
織
を

明
確
に
認
識
し
、
本
庁
包
括
下
の
神

職
と
し
て
自
覚
と
連
帯
感
を
養
う
事

を
目
的
と
し
、
神
職
に
任
命
さ
れ
た

ら
必
ず
受
講
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
今
回
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

禍
で
の
開
催
で
、
例
年
と
異
な
り
宿

泊
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
四

日
間
無
事
に
終
え
ら
れ
た
こ
と
、
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
研
修
会
で
は
、
神
道
や
神
社
に
つ

い
て
、
ま
た
、
神
職
と
し
て
の
心
得

等
、
様
々
な
講
義
が
あ
り
ま
し
た
。

祭
式
の
講
義
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、

場
所
が
違
う
か
ら
な
の
か
緊
張
の
せ

い
も
あ
り
、
い
つ
も
自
然
と
で
き
て

い
る
こ
と
が
、
ふ
と
分
か
ら
な
く
な

る
一
幕
も
あ
り
、
私
は
普
段
か
ら
奉

仕
に
励
ん
で
お
り
ま
す
が
、
ま
だ
ま

だ
努
力
が
足
り
な
い
こ
と
を
痛
感
致

し
ま
し
た
。
講
義
中
、
講
師
の
方
々

か
ら
沢
山
の
大
切
な
こ
と
を
教
え
て

戴
き
、
経
験
談
や
失
敗
談
に
至
る
ま

で
余
談
も
す
べ
て
が
学
び
で
し
た
。

特
に
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
根
津
庁

長
が
仰
っ
て
い
た
「
自
分
の
道
場
は

  

初
任
研
修
を
終
え
て

研
修
生
　
相
　
田
　
直
　
斗

研
修
生
　
堀
　
内
　
由
　
葉
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自
分
に
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
、
こ

れ
は
、
自
分
の
中
で
大
切
に
し
て
い

る
事
を
磨
き
、
研
鑽
を
積
み
な
さ
い

と
い
う
意
味
で
す
。「
大
切
に
し
て

い
る
事
を
継
続
す
る
こ
と
で
何
か
が

見
え
て
く
る
。
そ
れ
が
自
分
の
も
の

に
な
っ
て
い
き
、
身
に
つ
い
た
も
の

は
自
然
と
湧
き
出
て
く
る
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
祭
式
な
ど
、
何
に
対
し

て
も
そ
う
で
す
が
、
こ
の
言
葉
の
よ

う
に
最
終
的
に
は
自
然
と
湧
き
出
る

よ
う
に
な
る
ま
で
精
進
を
重
ね
て
い

き
た
い
で
す
。

　
講
義
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
受
講

生
と
の
交
流
で
も
学
ぶ
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
普
段
、
関
わ
る
こ
と
の
な

い
方
々
と
一
緒
に
学
び
、
皆
そ
れ
ぞ

れ
の
背
景
が
あ
る
う
え
で
、
こ
の
よ

う
に
同
じ
研
修
を
受
講
で
き
た
こ
と

は
、
と
て
も
刺
激
的
で
、
こ
の
縁
を

大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
こ
の
研
修
を
通
し
て
、「
神
道
人
」

と
し
て
何
が
大
切
な
の
か
、「
神
職
」

と
し
て
ど
の
よ
う
に
神
様
に
御
奉
仕

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
一
番
に
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
神
社
で
奉
仕

し
て
い
る
と
き
だ
け
で
な
く
、
常
日

頃
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
目
線
で
物
事

を
見
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
恩
と
感

謝
を
忘
れ
ず
、
す
べ
て
に
真
心
を
込

め
て
接
し
て
い
け
る
よ
う
に
、
こ
の

研
修
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
、

よ
り
一
層
日
々
の
神
明
奉
仕
に
励
ん

で
い
き
た
い
で
す
。

　
去
る
九
月
二
十
七
日
に
、
神
道
政

治
連
盟
埼
玉
県
本
部
主
催
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
を
利
用
し
た
、
Ｗ

ｅ
ｂ
会
議
シ
ス
テ
ム
「
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
」

に
よ
る
遠
隔
研
修
の
形
式
で
「
時
局

対
策
研
修
会
」
が
開
催
さ
れ
、
パ
ソ

コ
ン
の
画
面
を
通
し
て
受
講
致
し
ま

し
た
。

　
第
一
講
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・

俳
優
で
あ
り
、
防
人
と
歩
む
会
会
長
、

や
お
よ
ろ
ず
の
森
代
表
の
葛
城
奈
海

先
生
の
、「
皇
統
を
守
る
」
を
軸
に

さ
れ
た
講
演
で
し
た
。

　
皇
室
の
尊
厳
護
持
を
推
進
す
る
上

で
、
改
め
て
皇
統
の
大
切
さ
を
再
認

識
さ
せ
て
戴
く
機
会
を
得
る
に
至
っ

た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
百
二
十
六
代

の
永
き
に
亘
り
、
国
安
か
れ
民
安
か

れ
と
天
神
地
祇
に
祈
念
遊
ば
さ
れ
て

お
ら
れ
る
天
皇
陛
下
の
御
存
在
が
、

万
世
一
系
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て

き
て
い
る
こ
と
は
、
世
界
に
誇
る
べ

き
国
風
の
現
れ
で
あ
り
、
そ
の
国
風

は
今
後
も
何
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
、

我
々
日
本
人
が
守
り
伝
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
今

後
の
皇
位
継
承
並
び
に
皇
室
制
度
に

つ
い
て
、
拙
速
な
議
論
を
す
べ
き
で

は
な
く
、
熟
慮
に
よ
る
検
討
を
重
ね

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
過
去
を
振
り
返
れ
ば
、

皇
統
の
危
機
と
も
云
え
る
状
況
下
に

あ
っ
て
も
、
皇
室
の
皆
様
は
勿
論
の

事
、
我
が
国
の
先
人
た
ち
は
知
恵
の

限
り
を
尽
く
し
て
、
そ
の
危
機
を
乗

り
越
え
て
き
た
厳
然
た
る
事
実
に
倣

う
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
第
二
講
で
は
、
麗
澤
大
学
国
際
学

部
教
授
の
八
木
秀
次
先
生
が
、「
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
実
情
と
危
険
性
や
問
題
点

に
つ
い
て
」
を
具
体
例
を
挙
げ
て
戴

き
な
が
ら
の
説
明
に
よ
り
、
今
ま
で

の
認
識
よ
り
も
深
く
捉
え
る
事
が
出

来
ま
し
た
。

　
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
い
う
個
々
が
持
つ
性

の
多
様
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

尊
重
す
べ
き
事
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
法
律
を
定
め
る
な
ど

に
よ
り
、
そ
れ
を
規
定
し
た
り
認
め

て
い
く
よ
う
な
事
は
す
べ
き
で
は
な

い
と
思
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
男

性
と
女
性
と
い
う
本
質
的
な
性
差
が

あ
る
と
い
う
大
前
提
を
押
し
や
り
、

性
的
少
数
者
へ
の
差
別
禁
止
と
い
う

こ
と
の
み
を
、
押
し
つ
け
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
更
に

言
え
ば
通
例
の
異
性
婚
に
よ
っ
て
産

ま
れ
る
、
新
た
な
命
の
誕
生
に
つ
い

て
も
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
大
々
的
に
認
め

て
し
ま
う
な
ら
ば
、
子
孫
繁
栄
と
い

う
基
本
的
な
事
が
失
わ
れ
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
関
す
る
件
と
、

予
て
か
ら
問
題
が
多
い
と
さ
れ
る
、

選
択
的
夫
婦
別
姓
に
関
す
る
件
、
こ

の
両
件
は
、
我
が
国
の
伝
統
的
家
庭

制
度
、
家
族
制
度
の
崩
壊
を
招
く
可

能
性
が
非
常
に
高
く
、
こ
れ
か
ら
の

動
き
に
注
視
を
し
、
食
い
止
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
先
に
触

れ
た
皇
統
を
守
る
事
も
、
我
が
国
の

伝
統
的
な
考
え
を
堅
持
し
て
い
く
た

め
の
、
中
心
的
な
柱
と
な
り
ま
す
。

　
私
ど
も
神
道
人
は
、
こ
れ
ら
の
課

題
や
問
題
に
対
し
て
、
毅
然
と
し
た

対
応
と
行
動
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
の
思
い
を
、
本
研
修
会
を
受

け
新
た
に
し
た
次
第
で
す
。

 

Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
シ
ス
テ
ム

「
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
」
に
よ
る
時
局

対
策
研
修
会
を
受
講
し
て

 

神
政
連
山
梨
県
本
部

 

幹
事
長
　
乙
　
黒
　
　
　
洋
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今
後
の
予
定 

今
後
の
予
定 

今
後
の
予
定 

○
神
殿
新
嘗
祭

　
初
穂
を
供
え
、
今
年
一
年
の
収
穫

の
感
謝
と
喜
び
を
神
々
に
奉
告
す
る

「
新
嘗
祭
」　
恒
例
に
よ
る
神
事
を
左

記
に
よ
り
斎
行
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
記

日
　
時
　
令
和
三
年
十
一
月
十
七
日
（
水
）

午
後
一
時

場
　
所
　
山
梨
県
神
社
庁
神
殿

 

敬
神
生
活
の
綱
領 

 
　
神
道
は
天
地
悠
久
の
大
道
で

あ
�
て
�
崇
高
な
る
精
神
を
培

ひ
�
太
平
を
開
く
の
基
で
あ
る
� 

　
神
慮
を
畏
み
祖
訓
を
つ
ぎ
�

い
よ
い
よ
道
の
精
華
を
発
揮
し
�

人
類
の
福
祉
を
増
進
す
る
は
�

使
命
を
達
成
す
る
所
以
で
あ
る
� 

　
こ
こ
に
こ
の
綱
領
を
か
か
げ

て
向
う
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
�

実
践
に
つ
と
め
て
以
て
大
道
を

宣
揚
す
る
こ
と
を
期
す
る
� 

 

一
�
神
の
恵
み
と
祖
先
の
恩

と
に
感
謝
し
�
明
き
清

き
ま
こ
と
を
以
て
祭
祀

に
い
そ
し
む
こ
と 

 

一
�
世
の
た
め
人
の
た
め
に

奉
仕
し
�
神
の
み
こ
と

も
ち
と
し
て
世
を
つ
く

り
固
め
成
す
こ
と 

 

一
�
大
御
心
を
い
た
だ
き
て

む
つ
び
和
ら
ぎ
�
国
の

隆
昌
と
世
界
の
共
存
共

栄
と
を
祈
る
こ
と 

　
　
お
　
詫
　
び

　
か
ひ
が
ね
一
九
四
号
一
五
項

「
悠
紀
の
里
お
田
植
え
祭
」
の

記
事
中
三
社
諏
訪
神
社
宮
司
名

に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
正

し
く
は
「
遠
藤
倫
生
」
と
な
り

ま
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
致
し

ま
す
。

中
央
市
布
施
八
幡
穂
見
神
社
例
祭

身
延
町
帯
金
八
幡
大
神
社
秋
季
大
祭

甲
府
市
愛
宕
町
愛
宕
神
社
例
祭
　

武
田
神
社
明
治
祭
・
御
祭
神
生
誕
祭
　
大

嶽
山
那
賀
都
神
社
薪
紅
葉
祭
　
市
川
三
郷

町
市
川
大
門
町
弓
削
神
社
例
大
祭
　
八
代

町
永
井
天
神
社
秋
の
例
大
祭
　
富
士
川
町

青
柳
町
諏
訪
神
社
秋
季
例
大
祭

甲
府
市
高
畑
住
吉
神
社
秋
季
例
大
祭

大
泉
町
谷
戸
逸
見
神
社
七
五
三
祭
　
忍
野

村
忍
草
浅
間
神
社
七
五
三
祭
　
忍
野
村
内

野 

浅
間
神
社
七
五
三
祭

南
ア
ル
プ
ス
市
高
尾
穂
見
神
社
例
大
祭

（
～
二
十
三
日
）

甲
府
市
宮
前
町
八
幡
神
社
新
嘗
祭
　
大
月

市
駒
橋
三
嶋
神
社
新
嘗
祭
　
七
保
町
葛
野

御
嶽
神
社
新
嘗
祭
　
酒
折
宮
新
嘗
祭
　
甲

府
市
湯
田
甲
府
恵
比
寿
神
社
例
大
祭
え
び

す
講
祭
　
塩
山
上
萩
原
神
部
神
社
新
穀
感

謝
祭
　
勝
沼
町
菱
山
古
宮
太
神
社
秋
季
例

大
祭
　
身
延
町
帯
金
八
幡
大
神
社
新
穀
感

謝
祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
諏
訪
神

社
新
嘗
祭
　
富
士
吉
田
市
上
暮
地
神
明
社

新
嘗
祭
　
忍
野
村
忍
草
浅
間
神
社
新
嘗
祭

忍
野
村
内
野
浅
間
神
社
新
嘗
祭
　
高
根
町

箕
輪
建
部
神
社
新
嘗
祭

富
士
吉
田
市
松
山
松
尾
神
社
新
嘗
祭

小
淵
沢
町
小
淵
沢
北
野
天
神
社
新
嘗
祭

大
泉
町
谷
戸
逸
見
神
社
新
嘗
祭

甲
府
市
御
岳
町
金
櫻
神
社
鎮
火
祭

長
坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社

10
・
22

10
・
23

11
・
２

11
・
３

11
・
14

11
・
15

11
・
22

11
・
23

11
・
24

11
・
25

11
・
28

12
・
５

12
・
６

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

祭
　
典
　
日
　
程

祭
　
典
　
日
　
程

厄
神
祭

長
坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社

新
嘗
祭
・
大
祓
式

稲
積
神
社
年
越
大
祓
　
身
延
町
下
山
一
宮

賀
茂
神
社
大
祓
　
甲
斐
市
西
八
幡
八
幡
大

神
社
師
走
大
祓
式
　
長
坂
町
長
坂
上
条
穂

見
諏
訪
十
五
所
神
社
除
夜
祭
　
大
泉
町
谷

戸
逸
見
神
社
大
祓
・
年
越
祭
　
忍
野
村
忍

草
浅
間
神
社
年
越
大
祓
式
並
び
に
除
夜
祭

忍
野
村
内
野
浅
間
神
社
年
越
大
祓
式
並
び

に
除
夜
祭
　
高
根
町
箕
輪
建
部
神
社
大
祓

大
嶽
山
那
賀
都
神
社
元
旦
祭
　
大
月
市
駒

橋
三
嶋
神
社
元
始
祭
　
甲
府
市
高
畑
住
吉

神
社
歳
旦
祭
　
春
日
居
町
鎮
目
山
梨
岡
神

社
元
旦
祭
　
甲
斐
市
長
塚
長
塚
神
社
歳
旦

祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市
百
々
諏
訪
神
社
歳
旦

祭
　
藤
井
町
南
下
条
福
地
八
幡
神
社
歳
旦

祭
　
高
根
町
長
沢
船
形
神
社
歳
旦
祭
　
長

坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社
歳

旦
祭
　
大
泉
町
谷
戸
逸
見
神
社
歳
旦
祭
　

白
州
町
白
須
若
宮
八
幡
神
社
元
旦
祭
　
忍

野
村
忍
草
浅
間
神
社
歳
旦
祭
　
忍
野
村
内

野
浅
間
神
社
歳
旦
祭
　
富
士
河
口
湖
町
船

津
八
王
子
神
社
歳
旦
祭
　
富
士
河
口
湖
町

船
津
筒
口
神
社
歳
旦
祭
　
初
狩
町
下
初
狩

八
幡
神
社
元
旦
祭
　
高
根
町
箕
輪
建
部
神

社
歳
旦
祭

一
宮
町
中
尾
中
尾
神
社
道
祖
神
祭

一
宮
町
中
尾
中
尾
神
社
道
祖
神
祭

長
坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社

筒
粥
神
事
（
～
十
五
日
）

都
留
市
朝
日
馬
場
石
船
神
社
初
祭

富
士
吉
田
市
新
屋
山
神
社
正
月
祭

12
・
25

12
・
31

１
・
１

１
・
９

１
・
10

１
・
14

１
・
15

１
・
17
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第195号山　梨　県　神　社　庁　報令和３年秋号


